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 第16日 

 令和７年12月19日（金） 

午前10時零分開議 

○議長（小島清人君）  皆様、おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 なお、本日の出席議員は17名で、会議は成立いたします。 

 議事日程表をお開きください。本日の議事日程については、タブレットに掲載のとおり

であります。御了承願います。 

 これより追加議案等の上程を行います。 

 市長提案理由説明書（３）をお開きください。 

 本日、市長から議案１件の送付を受けたほか、議員から意見書案２件が提出されました。

これらを一括上程し、まず、市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

     （市長登壇） 

○市長（林 裕二君）  おはようございます。皆様方には、連日の御審議、誠にありがと

うございます。本日追加提案いたしました議案につきまして、提案理由の概要を説明させ

ていただきます。 

 第112号議案令和７年度朝倉市一般会計補正予算（第５号）につきましては、物価高の

影響を受けている子育て世帯に対し、国の補正予算で実施する物価高対応子育て応援手当

を速やかに支給するため、必要な経費について補正するものでありまして、補正の額は、

歳入歳出それぞれ１億5,400万円を追加し、予算総額を471億1,540万4,000円といたしまし

た。 

 以上、提案理由の概要を説明申し上げましたが、皆様方には十分なる御審議を賜り、御

議決いただきますようお願い申し上げます。 

     （市長降壇） 

○議長（小島清人君）  補足説明があれば承ります。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、次に、意見書案第３号をお開きください。 

 意見書案第３号について、提出者代表に提案理由の説明を求めます。11番堀尾議員。 

     （11番堀尾俊浩君登壇） 

○11番（堀尾俊浩君）  おはようございます。ただいま議題となりました意見書案第３号

外国法人等による土地の取得及び利用を制限するための法整備等を求める意見書について、

提案理由の説明申し上げます。 

 全国各地に外国法人等による土地の取得が進んでおります。北海道をはじめとする全国

各地において水源地である山林の買収が進んでおり、また土地以外の不動産の取得も増加

するほか、我が国の主権を侵害するような活動事例も確認されております。 
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 また、この朝倉市におきましても、外資系企業により計画されているマンション建設を

めぐり、皆さんも御承知のとおり、ＳＮＳ等における不適切な情報の投稿が発信、拡散さ

れるなどにより、住民等においては地域社会へ与える影響等に不安を募らせているととも

に、市役所のほか他行政機関においては、行政事務の執行に多大な支障を来しております。 

 外国法人等による土地の取得及び利用については、現行の重要土地等調査法において、

利用状況の調査及び利用の規制は、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にあ

る土地等に限定されており、対象区域外の住宅地、マンション、農地は含まれておりませ

ん。 

 また、世界貿易機関のサービスの貿易に関する一般協定において、批准加盟時に外国人

等による土地の取得及び利用を制限する権利を留保しなかったため、国内外において差別

的な取扱いとなる立法を行うことが原則として認められておりません。そのため、今後も

こうした土地等が外国法人等により取得され、我が国の主権が脅かされるおそれもあり、

安全保障上の重大な問題に発展することが危惧されております。 

 また、地域資源の独占、乱用及び経済的な地域社会への影響も懸念されております。 

 このような状況において、高市内閣が発足後、政府は外国人の受入れ・秩序ある共生社

会実現に関する関係閣僚会議を設置し、外国人による既存ルールの遵守や制度適正化に加

え、国土の適正利用への取組を進めようとしています。 

 よって、国におかれましては、国土の安全保障、適正利用といった観点から、外国法人

等による土地の取得及び利用を制限するための措置を講じられるよう強く要望するもので

す。 

 つきましては、ぜひとも本意見書に皆様の御賛同を賜り、朝倉市議会から国会へ意見書

を提出していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 以上で、提案の理由を終わります。よろしくお願いします。 

     （11番堀尾俊浩君降壇） 

○議長（小島清人君）  補足説明があれば承ります。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、次に、意見書案第４号をお開きください。 

 意見書案第４号について、提出者代表に提案理由の説明を求めます。13番浅尾議員。 

     （13番浅尾静二君登壇） 

○13番（浅尾静二君）  ただいま議題となりました意見書案第４号ＳＮＳ等インターネッ

ト上の偽・誤情報に対する規制の強化及び誹謗中傷等の抑止と被害者救済に向けた対応の

強化を求める意見書について、提案理由を説明申し上げます。 

 インターネットは、誰もが自分の意見を自由に表明でき、多くの人々とコミュニケーシ

ョンを図ることができる場として定着していますが、ＳＮＳ等においては匿名の発信者に

よる特定の個人及び団体の名誉を毀損する激しい誹謗中傷、差別的言動等が後を絶たず、
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被害者が生活の安全を脅かされ、精神的に深く傷つき、自ら命を絶つなど、看過できない

深刻な社会問題となっています。 

 この朝倉市においても、外資系企業によるマンション建設計画をめぐり、皆さんも御承

知のとおり、ＳＮＳ上で不確実な情報及び事実と異なる情報等の投稿が発信、拡散され、

これらを見聞きするなどした者から、市の執行機関及び議事機関に対し、苦情、抗議等の

電話、電子メール等が多数寄せられたことにより、行政事務の執行に多大な影響が生じま

した。 

 加えて、私たち市議会議員ほか市関係者に対する誹謗中傷及びこれに相当するＳＮＳ上

の投稿が発信、拡散されるとともに、直接苦情、抗議等の電話を受けなければならないよ

うな事態にまで進展し、このことは人権侵害にとどまらず、市民と行政及び議会との信頼

関係にも深刻な影響を及ぼすことになりました。 

 これらのことは、多かれ少なかれ朝倉市に対するマイナスなイメージがついたものであ

ると大変残念に思っています。 

 国は、被害者の救済を図るため、侮辱罪の法廷刑を引き上げる情報流通プラットフォー

ム対処法を制定するなどの対策を講じており、一定の効果は期待できるものでありますが、

対象となるＳＮＳ等事業者は一定規模以上の事業者に限られるなど、必ずしも十分な状況

ではないと言えます。 

 今なお、人権侵害情報及び企業、行政活動等に対する偽・誤情報がインターネット上で

短期間に広範に流通、拡散するおそれがあります。 

 よって、国におかれては、被害の未然防止及び早期の被害者救済に向けた実効性のある

措置を講じられるよう強く要望するものです。 

 つきましては、ぜひとも本意見書について御賛同賜り、朝倉市議会から国会へ意見書を

提出していただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

     （13番浅尾静二君降壇） 

○議長（小島清人君）  補足説明があれば承ります。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 議案考案のため、暫時休憩いたします。その場にてお願いいたします。 

午前10時12分休憩 

──────── 

午前10時13分再開 

○議長（小島清人君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案書（３）をお開きください。 

 これより追加議案の質疑を行います。質疑は、申合せにより同一議題について１人３回
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までとなっております。御了承願います。 

 それでは、第112号議案令和７年度朝倉市一般会計補正予算（第５号）についてを議題

といたします。質疑はありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これをもって本件の質疑を終了いたします。 

 次に、意見書案第３号外国法人等による土地の取得及び利用を制限するための法整備等

を求める意見書の提出についてを議題といたします。質疑はありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これをもって本件の質疑を終了いたします。 

 次に、意見書案第４号ＳＮＳ等インターネット上の偽・誤情報に対する規制の強化及び

誹謗中傷等の抑止と被害者救済に向けた対応の強化を求める意見書の提出についてを議題

といたします。質疑はありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これをもって本件の質疑を終了いたします。 

 以上で、追加議案の質疑は終わりました。 

 お諮りいたします。第112号議案については、会議規則第35条第３項の規定により、委

員会付託を省略し、常任委員会において御審査いただきたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 

 また、意見書案第３号及び意見書案第４号についても、会議規則第35条第３項の規定に

より、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 

 議事進行上、暫時休憩いたします。 

午前10時15分休憩 

──────── 

午前10時45分再開 

○議長（小島清人君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 審査結果報告書をお開きください。 

 委員会付託中の議案について、タブレットに掲載のとおり審査結果報告書が提出されま

した。よって、これより本件の審議に入ります。 

 それでは、総務文教常任委員会に付託していた第93号議案外５件を議題とし、総務文教

常任委員長の報告を求めます。総務文教常任委員長。 

     （総務文教常任委員長 仲山 寛君登壇） 
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○総務文教常任委員長（仲山 寛君）  ただいま議題となりました第93号議案外５件につ

きまして、慎重に審査をいたしました結果、結論を得ましたので、審査の経過及び結論を

簡潔に御報告いたします。 

 まず、第93号議案朝倉市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てです。 

 本件は、国家公務員等の旅費制度に準じて、経済社会情勢の変化に対応するとともに、

支給種目の名称変更及び支給対象の見直しを行い、適正な支出を図るために改正するもの

です。 

 １点目に、支給種目の変更についてです。国の旅費制度が改正されたことで、現行の条

例で規定する支給種目や名称変更を行うものです。 

 ２点目に、支給種目の内容及び支給対象の改正についてです。主な改正の内容として、

旅行中の宿泊に要する費用である宿泊費については、現行１万3,100円の定額支給額を、

改正後は都道府県単位で宿泊費基準額を定め、同基準額を上限とした実費払いとするもの

です。旅行中の移動と宿泊に対する一体の費用である包括宿泊費については、現行の条例

上の具体的な規定はありませんが、改正後はホテルとパック旅行の支給について規定する

ものです。旅行役務提供者への支払いについては、改正前は旅行者である職員に対する旅

費の支給としていたものを、改正後は市から直接旅費に相当する金額を支払うことができ

るものを定め、旅行役務提供者による支払い請求を可能とし、旅行代理店等を通じて出張

を手配する際の旅費の手続の簡素化を図るために新たに条例に規定するものです。 

 施行日は、いずれも令和８年４月１日です。 

 審査に当たりましては、制度の複雑さによる職員の事務負担からシステム導入の是非に

ついてただしました。執行部によりますと、システム導入の予定はないが、実費払いとし、

パック旅行を規定することでより適切な旅費の支給となるとのことです。 

 本委員会としましては、執行部の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、第94号議案朝倉市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてです。 

 本改正は、朝倉市長等の損害賠償責任額の一部免責について定めた当該条例中に引用す

る法令の一部改正に伴い、規定の整理を行うものです。条例中に引用する地方自治法施行

令において条ずれが生じたことに対応するものです。 

 本委員会としましては、執行部の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、第106号議案久留米市外三市町高等学校組合規約の変更に関する協議について及

び第107号議案久留米市外三市町高等学校組合の解散に伴う財産処分に関する協議につい

てについては、関連がありますので一括して報告いたします。 
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 本件は、令和８年３月31日をもって久留米市外三市町高等学校組合（以下組合といいま

す）が解散し、組合が管理する三井中央高校が閉校するため、組合の事務を承継する団体

の決定、組合が所有する財産の処分について、議会に議決を求められているものです。主

な内容は、構成団体間の配分と分担、財産処分、事務承継の３つです。 

 １点目に、構成団体間の配分と分担についてです。財産処分に当たり、構成団体間で配

分や分担を行う場合は、組合規約で規定する分担金の負担割合としています。分担金の負

担割合は、構成団体割と生徒割で構成され、現規約の生徒割は、前年度５月１日時点にお

ける構成団体の生徒数の割合に応じて算定しています。組合の解散に当たり、現規約を変

更し、生徒割については、現在の構成団体の枠組みになった平成17年度から令和７年度ま

での累計生徒数で算定することとしました。生徒割の考え方を変更したことで、令和７年

度の負担割合12.55％と比較すると、朝倉市の配分分担割合は10.09％と低く抑えられてい

ます。 

 ２点目に、財産処分についてです。まず、金銭については、令和７年度収支決算後、先

ほどの配分割合に応じて各構成団体へ配分されます。次に、組合が加入している県市町村

職員退職手当組合、以下、県退手組合といいます、の脱退精算金です。組合は県退手組合

を脱退することになり、これまで納付してきた負担金の累積積立額と累計退職手当支払額

の差額を精算し、県退手組合へ納付する必要があります。精算金額は、先ほどの分担割合

に応じて各構成団体が負担します。 

 次に、土地建物です。組合の所有する財産として、土地が20筆、合計２万1,893平方

メートル、建物が17棟、合計7,744平方メートルあり、令和６年１月に鑑定評価を実施し

たところ、その評価額は3,200万円でした。内訳については、土地評価は更地にして売却

した場合の実勢価格から建物解体費用と事務経費等を差し引いた3,200万円、建物評価は、

解体を前提として０円でした。建物解体費は現在も上昇が続き、解体費の更地評価額を上

回ることが見込まれます。売却手続時期も未定であり、維持管理費用も構成団体の負担と

なるため、朝倉市を含む３市町が今後追加負担が生じないよう、土地建物の一切を久留米

市に帰属することとしました。 

 最後に、備品です。組合の財産として、パソコン、シューズロッカーなど129点の備品

があり、残存価格は80万4,921円でした。いずれも老朽化し金銭化は困難であり、処分費

用も必要なため、全ての備品を久留米市に帰属することとしました。 

 ３点目に、事務の承継についてです。令和７年度の決算事務のほか、今後の卒業証明書

の発行など、長年にわたり組合の事務局を担う久留米市が事務を承継することとしました。 

 審査に当たりましては、久留米市が財産の事務を承継することによる負担の大きさにつ

いて、協議の過程での問題点の有無についてただしました。執行部によりますと、組合事

務局である久留米市を中心に組合の解散について円滑に協議を進めていただいたとのこと

です。 
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 本委員会としましては、執行部の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、第110号議案朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例及び朝倉市特別職の職員

の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。 

 改正の内容は、市議会議員及び市長等の令和７年度12月支給分の期末手当を0.05月引き

上げ、併せて令和８年度以降の期末手当の支給配分を変更することで、年間の支給月数を

3.45月から3.5月に変更するものです。 

 本改定は、本年の人事院勧告に基づく国の指定職の期末勤勉手当の支給月数の引上げに

よって生じる国と市との較差分の解消を図るための措置です。 

 本委員会としましては、執行部の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 最後に、第111号議案朝倉市職員の給与に関する条例及び朝倉市会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。 

 本改正は、国家公務員の給与改定方針に準じ、職員の給与の改定及び会計年度任用職員

の期末勤勉手当の改定を行うものです。 

 まず、人事院勧告で示された官民較差の解消に係る改定についてです。 

 １点目に、本年の勧告で示された公務の職場と民間事業所との月例給の較差を解消する

ため、給料表の改定を行うものです。初任給を引き上げるなど若手職員に重点を置き、職

員全体にも一定の改善が及ぶよう給料月額の引上げを行います。施行日は公布の日からで、

適用は令和７年４月１日に遡及します。 

 ２点目に、期末勤勉手当の支給月数の改定です。民間の賞与の支給割合に見合うよう、

市職員については4.60月から0.05月引き上げ4.65月とし、期末手当及び勤勉手当にそれぞ

れ0.025月分を配分します。また、定年前再任用短時間勤務職員については2.40月から

0.05月引き上げ2.45月とし、期末手当及び勤勉手当にそれぞれ0.025月分を配分します。

施行日は公布の日からで、令和７年度分の適用は令和７年12月１日に遡及します。 

 次に、通勤手当の改定についてです。 

 １点目に、自動車等使用者に対する通勤手当です。現行の距離区分の24キロメートル以

上において支給額の改定を行うものです。施行日は公布の日からで、適用は令和７年４月

１日に遡及します。また、現行60キロメートルである支給距離区分の上限について、60キ

ロメートル以上の距離区分を新設し、手当額の規定を行うものです。施行日は令和８年

４月１日です。 

 ２点目に、交通機関等を利用する場合の通勤手当です。現行の１月当たりの支給限度額

５万5,000円について、遠方からの通勤による負担及び経済的負担の軽減を図るために、

新幹線を含む交通機関等を利用する場合の通勤手当の支給限度額を15万円に改定を行うも

のです。施行日は令和８年４月１日です。 
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 最後に、会計年度任用職員の期末勤勉手当等の改定についてです。 

 本改正は、職員の給与改定の状況及び福岡県内他市の状況を鑑み、期末勤勉手当の支給

月数を3.0月から0.5月引き上げ3.5月とし、期末手当0.2月分及び勤勉手当0.3月分を配分

します。施行日は令和８年４月１日です。 

 本委員会としましては、執行部の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 以上が、本委員会における審査の経過と結論です。本会議におかれましても、本委員会

の決定に御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 

○議長（小島清人君）  補足説明があれば承ります。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  以上で、総務文教常任委員長の報告を終わります。 

 これより報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

     （総務文教常任委員長 仲山 寛君降壇） 

○議長（小島清人君）  それでは、第93号議案朝倉市職員等の旅費に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題とし、討論を行います。御意見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第93号議案は原案のとおり可決

されました。 

 次に、第94号議案朝倉市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とし、討論を行います。御意見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第94号議案は原案のとおり可決

されました。 

 次に、第106号議案久留米市外三市町高等学校組合規約の変更に関する協議についてを

議題とし、討論を行います。御意見ありませんか。 
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     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第106号議案は原案のとおり可

決されました。 

 次に、第107号議案久留米市外三市町高等学校組合の解散に伴う財産処分に関する協議

についてを議題とし、討論を行います。御意見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第107号議案は原案のとおり可

決されました。 

 次に、第110号議案朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例及び朝倉市特別職の職員

の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、討論を行います。

御意見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第110号議案は原案のとおり可

決されました。 

 次に、第111号議案朝倉市職員の給与に関する条例及び朝倉市会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、討論を行い

ます。御意見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第111号議案は原案のとおり可
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決されました。 

 次に、環境民生常任委員会に付託していた第92号議案外５件を議題とし、環境民生常任

委員長の報告を求めます。環境民生常任委員長。 

     （環境民生常任委員長 北川清文君登壇） 

○環境民生常任委員長（北川清文君）  ただいま議題となりました第92号議案外５件につ

きまして、慎重に審査をいたしました結果、結論を得ましたので、審査の結果及び結論に

ついて簡潔に御報告いたします。 

 まず、第92号議案令和７年度朝倉市介護保険特別会計補正予算（第２号）についてです。 

 本件は、比良松、杷木中学校区の高齢総合相談窓口である地域包括支援センターの業務

委託に係る債務負担行為の期間及び限度額の補正を行うものです。期間は、令和８年度か

ら令和12年度までを令和８年度から令和９年度までに変更します。限度額は、１億3,764

万を4,282万円に変更します。 

 審査に当たりましては、業務委託に係る公募で応募がなかった点についてただしました。

執行部によりますと、人材不足が主な原因であると考えられることから、期間及び人員数

の見直しを行うことで応募を見込んでいるとのことです。 

 本委員会としましては、契約期間及び職員数を減らしても業務を補完できるという執行

部の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、第95号議案朝倉市税条例等の一部を改正する条例の制定についてです。 

 本件は、市税等に係る督促手数料の廃止に伴い、関係する５つの条例である朝倉市税条

例、朝倉市税外徴収金に関する条例、朝倉市介護保険条例、朝倉市後期高齢者医療に関す

る条例、朝倉市営住宅汚水処理施設条例の一部を改正するものです。 

 改正内容は、督促手数料の文言を削除するとともに、徴収の根拠となる条文を削除する

ものです。 

 審査に当たりましては、廃止時期が令和８年度になったことについてただしました。執

行部によりますと、関係する12の部署で集まり廃止の是非について議論をする一方で、他

の自治体との動向を注視するなど時間を要したとのことです。 

 本委員会としましては、督促手数料の廃止について、徴収管理事務を軽減することがで

き、滞納処分を積極的に行うことが可能となるなど、関係部署の意見を取り入れながら熟

慮された結果であることを認め、督促手数料のみの納付書を発送する場合に手数料以上の

経費が生じている点に鑑み、執行部の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、第96号議案朝倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定についてです。 

 本件は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令により、

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い規定の整備
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を行う必要が生じたので、この条例を制定しようとするものです。 

 改正内容は、母子保健法に基づく乳幼児の健康審査の内容が保育所等の健康診断の全部

または一部に相当すると認められたときは、当該健康診断の全部または一部を行わないこ

とができることとするものです。 

 本委員会としましては、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、第97号議案朝倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてです。 

 本件は、児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整

備等に関する内閣府令により、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い規定の整理を

行う必要が生じたので、この条例を制定しようとするものです。 

 改正内容は、児童福祉法第33条の10第１項各号に掲げる行為に加え、幼保連携型認定こ

ども園においては、就学前の子どもに関係する教育、保育等の総合的な提供の推進に係る

法律第27条の２第１項各号に掲げる行為、また、幼稚園においては学校教育法第28条第

２項において準用する認定こども園法第27条の２第１項各号に掲げる行為をそれぞれ追加

するものです。 

 本委員会としましては、執行部の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、第98号議案朝倉市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定についてです。 

 本件は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例で、令和６年に

児童福祉法に位置づけられ、令和８年度より全自治体において本格実施を行うもので、そ

の実施に向けて準備のために今回制定するものです。 

 本事業は、通称こども誰でも通園制度といわれ、その制度の制定内容は、月一定時間で

の利用可能枠の中で就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付が創

設されています。実施施設は、保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事

業所、幼稚園、地域子育て支援拠点等があり、基準を満たしていれば施設の類型は問わな

いこととなっています。対象となる子どもは、０歳６か月から３歳未満の未就園児、利用

可能時間は子ども１人当たり月10時間が上限となっています。 

 次に、国の補助基準の単価については、令和７年度は子ども・子育て支援事業として補

助率が４分の３となっていますが、令和８年度は給付制度となり補助率等は未定です。 

 次に、利用料は１時間当たり300円程度を標準に徴収することができることになってい

ます。 

 市は、条例で定める基準により許可を行うこととなるため、児童福祉法第34条16第１項

の規定に基づき、当該事業の設備及び運営についての基準を定める条例を制定するもので
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す。また、利用時間や利用料等は規則において定めることとしています。 

 審査に当たりましては、利用可能時間が子ども１人当たり月10時間が上限であることに

ついてただしました。執行部によりますと、国が全国一律の基準を定める中で時間が足り

ないという自治体もあれば、時間を増やすことで人材確保が必要になってしまうなどの地

域格差があり、様々な意見を集約し、月10時間と定めているとのことです。 

 本委員会としましては、執行部の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 最後に、第109号議案令和７年度朝倉市介護保険特別会計補正予算（第３号）について

です。 

 本件は、歳入歳出予算の総額に690万1,000円を追加し、予算の総額を61億6,060万2,000

円とするものです。 

 補正内容は、歳入では、国家公務員の給与改正方針に準じて行う職員給与費等の増額改

定の財源として690万1,000円を一般会計から繰り入れます。歳出では、職員給与費等及び

会計年度任用職員の報酬等の増額分690万1,000円です。 

 本委員会としましては、執行部の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 以上が、本委員会における審査の経過及び結論です。何とぞ、本会議におかれましても

本委員会の決定に御賛同賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 

○議長（小島清人君）  補足説明があれば承ります。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  以上で、環境民生常任委員長の報告を終わります。 

 これより報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

     （環境民生常任委員長 北川清文君降壇） 

○議長（小島清人君）  それでは、第92号議案令和７年度朝倉市介護保険特別会計補正予

算（第２号）についてを議題とし、討論を行います。御意見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第92号議案は原案のとおり可決

されました。 

 次に、第95号議案朝倉市税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、討
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論を行います。御意見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第95号議案は原案のとおり可決

されました。 

 次に、第96号議案朝倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題とし、討論を行います。御意見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第96号議案は原案のとおり可決

されました。 

 次に、第97号議案朝倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、討論を行います。御意

見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第97号議案は原案のとおり可決

されました。 

 次に、第98号議案朝倉市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定についてを議題とし、討論を行います。御意見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第98号議案は原案のとおり可決
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されました。 

 次に、第109号議案令和７年度朝倉市介護保険特別会計補正予算（第３号）についてを

議題とし、討論を行います。御意見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第109号議案は原案のとおり可

決されました。 

 次に、建設経済常任委員会に付託していた第99号議案外６件を議題とし、建設経済常任

委員長の報告を求めます。建設経済常任委員長。 

     （建設経済常任委員長 熊本正博君登壇） 

○建設経済常任委員長（熊本正博君）  ただいま議題となりました第99号議案外６件につ

きまして、慎重に審査をいたしました結果、結論を得ましたので、審査の結果及び結論を

簡潔に御報告いたします。 

 まず、第99号議案工事請負契約の変更についてです。 

 本件は、林道中村白木線４号箇所における令和５年度災害復旧工事です。工事設計の一

部を変更したことにより、朝倉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定により、議会に議決を求められているものです。 

 変更内容は、請負契約額１億2,760万円を１億5,908万8,600円に改めるものです。 

 本件は、有限会社梶原工建と工事契約を締結しているもので、今回の変更により請負契

約額は3,148万8,600円の増額となります。 

 審査に当たりましては、当箇所工事に必要な盛土に使用する土について、当初は購入土

を検討していたところ、他工事で発生した土を使用できることとなったため発生土を使用

したとの説明を受けたことから、どこの土を使用したのかについてただしました。執行部

によりますと、同じ林道内の別工区で発生した土を使用するとのことです。 

 本委員会としましては、執行部の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、第100号議案工事請負契約の締結について（農地・農業用施設（畑・道路・水

路））です。 

 本件は、令和５年７月豪雨で被災した農地・農業用施設（畑・道路・水路）の災害復旧

工事について工事請負契約を締結するに当たり、朝倉市議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求められているもので

す。 
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 工事請負人は株式会社原田組で、請負契約額は２億6,840万円です。工事箇所は朝倉市

杷木久喜宮地内。工事概要については農地復旧（畑）３か所、農業用施設（道路）１か所、

農業用施設（水路）３か所の災害復旧工事です。審査に当たりましては地元負担があるこ

とについての妥当性について正しました。執行部によりますと、災害が多発する状況の中

で、農家に負担をかけていることは認識しているものの、農地の復旧等については受益者

が限られているため、地元に一部負担をお願いしているとのことです。今後も国の補助を

最大限活用し、地元負担の軽減に努めていくとのことです。 

 本委員会としましては、地元負担の軽減に配慮をしながら工事を進めていくという執行

部の説明を了とし、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、第101号議案工事請負契約の締結について（農業用施設（ため池））です。本件

は、令和５年７月豪雨で被災した農業用施設（ため池）の災害復旧工事について工事請負

契約を締結するに当たり、朝倉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に

関する条例第２条の規定により、議会の議決を求められているものです。 

 工事請負人は有限会社梶原工建で、請負契約額は２億482万円です。工事箇所は朝倉市

杷木古賀地内。工事概要については、決壊した堤体復旧、約156メートル、取水施設工

２か所、洪水吐き工１か所及び土砂撤去等です。本委員会としましては、地元が大雨の度

に当該のため池による被害を懸念していることを踏まえ、早急に工事を進めるよう要望し、

執行部の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、第102号議案工事請負契約の締結について（菱野地区土砂置場）です。本件は菱

野地区土砂置場整備工事について工事請負契約を締結するに当たり、朝倉市議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を

求められているものです。 

 工事請負人は、久保・森部特定建設工事共同企業体で、請負契約額は２億2,671万円で

す。工事箇所は朝倉市菱野地内。工事概要については、盛土造成工として８万280立方

メートルです。土砂置場の整備については、令和５年災害で被災した土砂置場近隣の４か

所のため池、三反田ため池、山の神ため池、鎌塚ため池、柳ため池からの土砂受け入れと

なります。土砂置場の総容量は25万立方メートルです。今回の整備分を除く約16万立方

メートルについては、大規模災害の土砂置場として確保しておく方針とのことです。 

 審査に当たりましては、まず、盛土造成時の安全管理についてただしました。執行部に

よりますと、盛土規制法に基づき許可を受けた後に盛土を行うことで、安全に施工してい

くとのことです。 

 次に、土砂置場を市内に整備することのメリットについてただしました。執行部により

ますと、通常は残土処理場に運搬して処理しますが、近隣の処理場の受け入れができない

状況にあり、県外など遠方への運搬よりも土砂置場を整備したほうが費用対効果が高いと

いう結論に至ったためとのことです。 
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 最後に、市外の土砂の受け入れ可能性についてただしました。執行部によりますと、現

時点では市内の土砂の受け入れのみを予定しているとのことです。本委員会としましては、

盛土規制法を遵守して安全に施工することを要望して、執行部の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、第103号市道路線の廃止について及び第104号議案市道路線の認定についての２議

案については、一部関連がありますので併せて報告いたします。 

 第103号議案市道路線の廃止についてです。市道名、角ヶ本２号線、延長221.2メーター、

幅員2.4メーターから9.7メーター。市道名、角ヶ本線延長309.1メーター、幅員2.2メー

ターから9.9メーター、市道名、柚の木線、延長163.9メーター、幅員2.8メーターから4.8

メーター、市道名、庄屋の下線、延長311.4メーター、幅員2.3メーターから5.1メーター、

市道名、壱丁畑・日森園線、延長464.1メーター、幅員2.2メーターから2.7メーター、市

道名、新町線、延長758.8メーター、幅員2.3メーターから9.7メーター、市道名、下原・

立野線、延長541.5メーター、幅員2.0メーターから7.8メーター、市道名、中園・宮の後

線、延長286.5メーター、幅員2.8メーター、市道名、中島・鎧畑線、延長389.2メーター、

幅員2.6から3.6メーターです。 

 当該９路線は、農地耕作条件改善事業や多面的機能支払交付金事業を活用し、地域農業

の持続的な発展に寄与する農道として整備するため、当該市道路線を廃止するものです。 

 次に、第104号議案市道路線の認定についてです。市道名、後第６号線、延長85.5メー

ター、幅員5.3メーターから６メーター、市道名、後第７号線、延長44.6メーター、幅員

6.0メーターから12.5メーター、当該２路線は開発行為により整備された道路施設につい

て移譲を受けたことに伴い、当該市道の認定を行うものです。 

 次に、市道名、庄屋の下・日森園線、延長65.8メーター、幅員3.0メーターから5.1メー

ター、市道、北口・日森園線、延長307.0メーター、幅員2.1から2.7メーター、市道名、

壱丁畑線、延長67.5メーター、幅員2.3から4.5メーター、市道名、久喜宮中島１号線、延

長62.0メーター、幅員2.9メーターから3.0メーター、市道名、竹原・立野線、延長262.4

メーター、幅員1.7メーターから2.6メーター、市道名、久喜宮中島２号線、延長49.0メー

ター、幅員2.6メーターから4.9メーターです。当該６路線は第103号議案で廃止とした既

存の市道路線の廃止区間のうち、農道となる部分を除いた区間について現状の道路事情を

踏まえた上で、公共性の確保及び道路施設の維持管理の観点から改めて市道路線として再

認定するものです。 

 審査に当たりましては、本委員会では道路整備等について詳細な説明を受け、現地を確

認し、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 最後に、第105号議案指定管理者の指定について（杷木物産館）です。 

 朝倉市杷木物産館の指定管理者は株式会社ガマダスとなっておりますが、本年度末をも

って５年間の期間が終了することから、令和８年度からの５年間について新たに指定管理
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者を指定するに当たり、地方自治法第244条の２第６項の規定により、議会の議決を求め

られているものです。指定する指定管理者は、市の第三セクターである株式会社ガマダス

です。対象施設の杷木物産館は都市と農村との交流を促進し、農林産物生産者の生産意欲

向上と所得確保を目指すことで市の産業振興と活性化を図るために設置され、地域の振興

に欠かせない施設となっており、公共性の高い施設に位置づけられています。 

 また、物産館は一般的な販売店とは異なり、生産者が搬入した野菜等を販売し対価とし

て販売手数料を徴収しているため、指定管理者が売りたいものを自由に市場から仕入れて

販売することに制約があります。そのため、地産地消を推進するために地場産率も約

85.2％と高い水準を維持しています。これまでも株式会社ガマダスが指定管理者として管

理運営を行っており、経営面では法人税等を控除した当期純利益は前々回の指定管理期間

の当初、平成28年度から３カ年赤字が続いていましたが、４年目の令和元年度から黒字に

転じており、以降、現在の指定管理期間中においても好調な売上げを継続しています。今

年度４月から９月の上半期においては過去最高の実績となっており、本格的な柿のシーズ

ンを迎え前年を上回る収益を確保できそうな見込みとのことです。 

 さらに、収益性だけではなく生産支援の利益確保を大前提に運営を行っており、生産者

は指定管理者が市の第三セクターであることが安心感につながっています。 

 これらの理由から、朝倉指定管理者運用指針に定めている指定管理者を指名することが

できる条件の１つである、「施設の設置目的、特性、市の施策との関係、立地条件及び県

等の関わりなどから指定管理者を指定の団体に限定することが適切な場合」に該当すると

判断し、株式会社ガマダスを指定管理者候補者として指名をしたものです。 

 審査に当たりましては、まず、杷木物産館の業績が好調な理由についてただしました。

執行部によりますと、指定管理者であるガマダスと利用組合が、市が定期的に運営会議を

行い、活発な意見交換を重ねていること、また、杷木物産館の向かいの農地において、ひ

まわりや菜の花を栽培し花が咲く時期に合わせて催しを実施するなど、立地を活かした工

夫を行っていること、さらに平成29年７月九州北部豪雨災害により被災した杷木農業公園

の管理運営業務から除かれたことにより経費が抑えられたことなどが挙げられるとのこと

です。 

 次に、指定管理者を公募ではなく指名することで競争が促されないのではないかとの懸

念に対する考え方をただしました。執行部によりますと、指定期間が終了するに当たり、

これまでの指定管理期間の施設の管理運営に関する実施状況・点検報告書により株式会社

ガマダスによる施設管理運営を高く評価できるものと判断しています。株式会社ガマダス

の運営状況は良好であり、利用組合との関係も円滑であることから、競争を促し新しい管

理者を候補とするのではなく、特定の団体に限定することが適切な場合として、今後もガ

マダスが継続して管理運営することが有効な選択であるという考えに基づき、公募によら

ない指名としたとのことです。 
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 本委員会としましては、執行部の説明を了とし、全員異議なく、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 以上が本委員会における審査の経過と結論です。本会議におかれましても、本委員会の

決定に御賛同賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 

○議長（小島清人君）  補足説明があれば承ります。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  以上で、建設経済常任委員長の報告を終わります。 

 これより、報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

     （建設経済常任委員長 熊本正博君降壇） 

○議長（小島清人君）  それでは、第99号議案工事請負契約の変更についてを議題とし、

討論を行います。御意見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第99号議案は原案のとおり可決

されました。 

 次に、第100号議案工事請負契約の締結について（農地農業用施設（畑・道路・水

路））を議題とし、討論を行います。御意見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第100号議案は原案のとおり可

決されました。 

 次に、第101号議案工事請負契約の締結について（農業用施設（ため池））を議題とし、

討論を行います。御意見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 
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     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第101号議案は原案のとおり可

決されました。 

 次に、第102号議案工事請負契約の締結について（菱野地区土砂置場）を議題とし、討

論を行います。御意見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第102号議案は原案のとおり可

決されました。 

 次に、第103号議案市道路線の廃止についてを議題とし、討論を行います。御意見あり

ませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第103号議案は原案のとおり可

決されました。 

 次に、第104号議案市道路線の認定についてを議題とし、討論を行います。御意見あり

ませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第104号議案は原案のとおり可

決されました。 

 次に、第105号議案指定管理者の指定についてを議題とし、討論を行います。御意見あ

りませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告の
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とおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第105号議案は原案のとおり可

決されました。 

 次に、第91号議案の審議を行います。議案書をお開きください。 

 それでは、第91号議案令和７年度朝倉市一般会計補正予算（第３号）についてを議題と

し、討論を行います。御意見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第91号議案は原案のとおり可決

されました。 

 次に、第108号議案の審議を行います。 

 議案書（２）をお開きください。 

 それでは、第108号議案令和７年度朝倉市一般会計補正予算（第４号）についてを議題

とし、討論を行います。御意見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第108号議案は原案のとおり可

決されました。 

 次に、第112号議案の審議を行います。 

 議案書（３）をお開きください。 

 それでは、第112号議案令和７年度朝倉市一般会計補正予算（第５号）についてを議題

とし、討論を行います。御意見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、第112号議案は原案のとおり可

決されました。 

 意見書案第３号をお開きください。 

 次に、意見書案第３号外国法人等による土地の取得及び利用を制限するための法整備等
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を求める意見書の提出についてを議題とし、討論を行います。御意見はありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、意見書案第３号は原案のとおり

可決されました。 

 意見書案第４号をお開きください。 

 次に、意見書案第４号ＳＮＳ等インターネット上の偽・誤情報に対する規制の強化及び

誹謗中傷等の抑止と被害者救済に向けた対応の強化を求める意見書の提出についてを議題

とし、討論を行います。御意見ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  なければ、これにて討論を終了いたします。 

 採決いたします。本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小島清人君）  御異議なしと認めます。よって、意見書案第４号は原案のとおり

可決されました。 

 次に、諸般の報告を行います。諸般の報告をお開きください。 

 諸般の報告についてはタブレットに掲載のとおりであります。 

 以上をもって本定例会に付議された事件は全て終了いたしました。 

 これにて、令和７年第６回朝倉市議会定例会を閉会いたします。 

午前11時55分閉会 


